
むつ市都市政策課

むつ都市計画の見直しについて
（用途地域、準防火地域及び特別用途地区の変更、

居住調整地域の決定）

平成30年3月19日

第49回むつ市都市計画審議会
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１．都市づくりの方向性 コンパクトなまちづくりについて

２．今回の見直しの方針について

３．用途地域の変更箇所について

４．居住調整地域の指定について
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スケジュール

1. 検討会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成29年6月6日

2. ご意見・ご要望の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月7日から7月10日まで

3. 素案説明会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9月13日

4. 素案へのご意見・ご要望受付・・・・・・・・・・・・9月14日から27日まで

5. 原案説明会………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月2日

6. 原案縦覧・公述人募集・・・・・・・・・・・・・・・・・11月3日から11月16日まで

7. 都市計画公聴会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11月21日（公述の申出が無かったため、開催中止）

8. １７条縦覧（居住調整地域）・・・・・・・・・・・・・・12月14日から12月27日まで

9. 補足説明会（用途地域等の変更）・・・・・・・・・平成30年2月1日

10. １７条縦覧（用途地域等の変更）・・・・・・・・・・2月6日から2月19日まで

11. 都市計画審議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年3月19日

12. 都市計画決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年4月1日
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コンパクトシティとは
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むつ市総合経営計画

2 安心し住みよいまち・地域の創出第1部 序論 第3章 主要課題

都市経営コストの適正化及びコスト増大につながる市街地拡大の抑制並びに森林保全のた
めに計画的な土地利用を進め、経済活力の向上が図られる都市構造を官民連携のもと実現
していくコンパクトシティ構想によるまちづくりをベースに進めることが必要。

第2節 基本方針第2部 基本構想 第3章 市の将来像及び実現に向けた基本方針

2 暮らしの向上

子どもから高齢者まで誰もが心身ともに健やかに、また、自然環境の保全や都市環境が
整備され、快適に安心して暮らすことができるまちづくりを推進します。

2 暮らしの向上第4章 施策の大綱 （4） コンパクト・プラス・ネットワーク

②計画的な土地の管理及び利用の促進

多様な地域資源の有効活用とコンパクトなまちづくりのため、それぞれの地域の市全体
の中での位置付けや地域の独自性に配慮しつつ、市街地の拡大を抑制するなど、計画
的な土地利用を推進します。

第2部 基本構想



むつ市都市政策課

主要計画

• 森林の育成・・・森林の持つ国土保全、水源涵養、保健文化機能など、公益的な機能の充
実を図る。
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むつ市総合経営計画

施策項目 （3）環境

第3部 基本計画

基本方針 2 暮らしの向上 施策内容 ②自然環境の保全

主要計画
• 都市政策の展開・・・都市計画を積極的に活用したまちづくりを推進。
• 立地適正化計画の推進・・・コンパクトなまちの構築と市街地拡大の抑制を図ります。

施策項目 （4）コンパクト・プラス・ネットワーク

施策内容 ①暮らしやすいまちの構築

基本方針 2 暮らしの向上
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立地適正化計画

コンパクト・プラス・ネットワークとした都市構造

むつ市立地適正化計画（平成29年2月20日策定） 都市計画マスタープラン特別版

1. 居住誘導区域への誘導

2. 都市機能誘導区域での生活利便性施設の維持・誘導

3. 誘導区域外での住宅地拡大の抑制（住宅地開発抑制エリア）

目指す都市像

� 安心して暮らしやすいまち
• 生活利便性が確保された機能的なコンパクトなまち

• 土砂災害・津波災害に襲われないまち

• 都市の維持管理がしっかりとされるまち

• 無秩序な都市的土地利用の拡大の抑制

• 都市拠点と広域圏が一体となったネットワーク型の都市構造の形成

� ひかりのアゲハが輝き続けるまち
• 都市機能の集積と人口密度の維持及びアゲハの形の保全により、輝きを保つ
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立地適正化計画 都市機能誘導区域

大湊地区
下北地区

苫生地区

田名部地区

柳町地区
中央地区

大畑地区
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都市機能誘導区域 誘導施設

誘導施設誘導施設 都市再生特別措置法第81条第2項

都市機能誘導区域
地区名

誘導施設

維持・誘導

①田名部地区 病院、小売店、保育所、認定こども園、小学校、社会福祉系施設

②中央地区 本庁舎、小売店、保育所、認定こども園、小学校、図書館

③下北地区 小売店、保育所、認定こども園、中学校

④苫生地区 小売店、保育所、認定こども園、小学校

⑤柳町地区 小売店

⑥大湊地区 小売店、保育所、認定こども園、小学校、中学校

⑦大畑地区 分庁舎、小売店、保育所、認定こども園、小学校、社会福祉系施設

• 田名部地区の病院とは、床面積30,000㎡以上のもので、むつ総合病院の維持を位置づけたものである。

• 小売店は物品販売業を営む店舗（スーパー、ホームセンター、ドラッグストアなど）のことで、床面積の合
計が500㎡以上のものである。床面積の考え方は、大規模小売店舗立地法の解説による。
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立地適正化計画 居住誘導区域
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立地適正化計画 住宅地開発抑制エリア
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今回の見直しの方針について

• 立地適正化計画の策定を受け、都市機能誘導区域に関係する
箇所について、ご意見ご要望を参考に用途地域を変更し、立地
適正化計画の推進を図る

• 立地適正化計画における住宅地開発のあり方（住宅地開発抑制
エリア）を踏まえ、居住調整地域を指定しコンパクトなまちづくりを
進める

• 平成22年度用途地域の変更以来7年が経過。

ご意見ご要望を参考に用途地域を変更し、土地利用の適正化を
進める

コンパクト・プラス・ネットワークとしたまちづくりを推進するた
め次の3点について都市計画の見直しを行います。
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用途地域の変更箇所 全体図

宇田町地区

中央地区

下北地区
苫生地区

柳町地区
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宇田町地区

• 近隣商業地域から準住居地域へ変更
• 建ぺい/容積率が、80/200から60/200へ変更
• 準住居地域への変更に伴い準防火地域を廃止

変更理由 「土地利用の適正化」

エリア規模や現況から、近隣商業地域としての
活用でなく住宅系用途に変更することで、土地
利用の適正化を図る。
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中央地区

• 第一種低層住居専用地域から第二種住居地域へ変更
• 建ぺい/容積率が、50/80から60/200へ変更

• 第一種低層住居専用地域から第一種住居地域へ変更
• 建ぺい/容積率が、50/80から60/200へ変更

変更理由 「立地適正化計画の推進」

立地適正化計画の推進とともに都市計画道路沿道の
活用を促進。
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下北地区

• 第一種住居地域から準住居地域へ変更

変更理由 「立地適正化計画の推進」
立地適正化計画の推進。
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下北地区 続き

• 第一種住居地域から準住居地域へ変更

変更理由 「立地適正化計画の推進」
立地適正化計画の推進。
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苫生地区

• 第一種住居地域から準工業地域へ変更

• 準工業地域にすることに伴い特別用途地区（大規模
集客施設制限地区）を指定

変更理由 「土地利用の適正化」

現況の施設立地の状況を踏まえ土地利用の適
正化を図るため変更。
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柳町地区

• 第一種住居地域から第二種住居地域へ変更

変更理由 「立地適正化計画の推進」
立地適正化計画の推進。
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居住調整地域とは

居住調整地域における特定開発⾏為・特定建築等⾏為が出来なくなります。
ただし、次の⾏為等（都市再生特別措置法第90条）は除きます。
• 農林漁業を営まれる⽅が、その業務に供する⾏為
• 地区計画が定められた場合

住宅地の開発、住宅の建築について制限を⾏う都市計画です。
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居住調整地域の指定によるまちづくりの考え方

持続可能な都市経営のため、防災のため、地球環境のため、そして地域資産のため

住宅地の無秩序な拡散を抑制し、新たな除雪エリアやインフラ整備等の都市経営コストの増
大を防ぎ、持続可能なまちづくりを進める。

持続可能な都市経営のため

防災のため

宅地利用の際の安全性、流域に与える雨水排水災害の発生を防ぐため、住宅地化を抑制す
る。

地球環境のため

むつ市行政区域の85％が森林地域。その内、むつ都市計画区域内のほとんどが民有林。
この森林地域における宅地化を抑制し保全に努め、ＣＯ2吸収源のみどりを確保する。

地域資産のため

都市機能誘導区域、居住誘導区域の光を輝かせ、居住調整区域により漆黒を保全すること
で、ひかりのアゲハ「アゲハ蝶の夜景」を、地域資産として未来に向けて保全する。
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居住調整地域の境界設定について

基本的考え方

1. むつ市立地適正化計画「住宅地開発抑制エリア」を踏まえる
2. 特定用途制限地域「自然環境共生地区」内に設定
3. 流下域での雨水災害発生を防止するなど安全安心を踏まえる
4. 森林地域を保全する
5. アゲハ蝶の夜景を保全する

6. 既存道を活用した宅地化は許容する考えから、国県市道の沿道を利用しつつ、
30ｍ背後より奥地での新たな宅地化を制限

7. 30ｍより奥地において、建築物の立地状況を踏まえ、地形地物や、特定用途制限
地域界を境界に設定
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居住調整地域 総括図
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居住調整地域 指定箇所図


